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第１章 新発田食肉衛生検査センターの概要 

 

1 沿革 
昭 和 3 5 年 １ 月 新津枝肉センターが開設され、新津保健所獣医師が専任と畜検査員として常駐す

る。 

昭 和 3 6 年 ４ 月 新津保健所・新津と畜衛生検査所を設置し、新津枝肉センターを所管する。 

昭 和 3 6 年 1 0 月  新津保健所・新津と畜衛生検査所が独立し、新津と畜衛生検査所となる。 

昭 和 4 2 年 ４ 月  と畜衛生検査所を食肉衛生検査所に名称変更する。 

昭 和 4 7 年 ９ 月  下越広域食肉センターが新発田市に開設され、新発田保健所が所管する。 

昭 和 4 8 年 ４ 月  下越広域食肉センターを新津食肉衛生検査所が所管する。 

昭 和 4 9 年 ４ 月 食肉衛生検査所を設置する。本所（新津）、支所（新発田・長岡・上越）および

駐在所（三条・両津・村上・堀之内・十日町・柏崎）をもって県内と畜場を所管

する。 

平 成 ４ 年 ４ 月  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に伴い、大規模食鳥処理 

場の監視指導及び食鳥検査業務を新発田支所において開始する。 

平 成 ５ 年 ４ 月  組織機構を再編し、食肉衛生検査センターを新発田市に、食肉衛生検査センター 

長岡検査所を長岡市に設置する。 

認定小規模食鳥処理場における監視指導業務を保健所から移管し、食肉衛生検査 

センター及び同長岡検査所において開始する。 

平 成 ６ 年 ３ 月  食肉衛生検査センター新庁舎竣工する。 

平 成 1 7 年 ４ 月  設置条例の改正により食肉衛生検査センターを新発田食肉衛生検査センターに、 

食肉衛生検査センター長岡検査所を長岡食肉衛生検査センターに再編成する。 

 

 

 

 

2 組織及び所管施設 
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新発田食肉衛生検査センター 

管理業務課 

衛生指導課 

食鳥検査課 

長岡食肉衛生検査センター 

管理業務課 

精密検査課 

と畜場 

しばたパッカーズ株式会社 

大規模食鳥処理場 

日本ホワイトファーム株式会社 

新潟食品工場 

大規模食鳥処理場 

新潟ポートリー事業協同組合 

認定小規模食鳥処理場（2施設） 
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(1）職員構成（令和７年４月１日） 

区 分 
技術職員 

（獣医師） 
事務職員 

会計年度 

任用職員 
計 

所 長 
1 

食鳥検査課長兼務 
0 0 1 

次 長 
1 

管理業務課長兼務 
0 0 1 

管理業務課 3 1 
1 

(検印補助) 
5 

衛生指導課 3 0 0 3 

食鳥検査課 3 0 
8 

（獣医師） 
11 

計 11 1 9 21 

 

（2）所掌業務 

  管理業務課 

ア 庶務全般に関する事項 

イ と畜検査に関する事項 

ウ 食肉衛生に係る調査研究に関する事項 

エ 他課に属しない事項 

衛生指導課 

ア と畜場の衛生保持に関する事項 

イ 食肉衛生の監視指導に関する事項 

ウ と畜検査及び残留医薬品等に係る精密検査に関する事項 

食鳥検査課 

ア 食鳥検査に関する事項 

イ 食鳥処理場の衛生保持に関する事項 

ウ 食鳥肉衛生の監視指導に関する事項 

エ 食鳥検査に係る精密検査に関する事項 

オ 食鳥肉衛生に係る調査研究に関する事項 
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3 配置図  

 

 

 

 

 

                                   

                                 

                                

                                       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 食肉衛生検査センター及び所管する一般と畜場 

□ 新潟市（政令指定都市）が設置する食肉衛生検査所及び 

所管する一般と畜場 

▲ 大規模食鳥処理場 

 

  

新潟ポートリー 
事業協同組合 

新潟市食肉センター □ 
新潟市食肉衛生検査所 

●長岡食肉センター 
 長岡食肉衛生検査センター 

しばたパッカーズ株式会社 

新発田食肉衛生検査センター 

日本ホワイトファーム株式会社 
▲     新潟食品工場 

▲ 
● 
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4 庁舎平面図 
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１F 新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部 下越動物保護管理センター 
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5 検査手数料 

(1）と畜検査手数料（１頭当たり） 

畜種 牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 

金額 1,200 円 400 円 1,200 円 400 円 400 円 400 円 

 

(2）食鳥検査手数料（１羽当たり） 

    4円 

 

(3）その他の手数料 

名称 手数料 

福祉保健部関係輸出証明書発行手数料 

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第 15条第 2項) 
1,000 円 

福祉保健部関係適合施設認定申請手数料 

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第 17条第 2項)  

現地において調査を行う場合  20,900 円 

その他の場合                10,400 円 

一般と畜場設置許可申請手数料 23,300 円 

簡易と畜場設置許可申請手数料 10,200 円 

食鳥処理事業許可申請手数料 19,200 円 

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 10,000 円 

認定小規模食鳥処理業者の確認規程認定申請手数料 6,000 円 

認定小規模食鳥処理業者の確認規程変更認定申請手数料 2,400 円 
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第２章 と畜検査業務 

 

1 と畜場の概要 

名称 
と畜場

番号 

開設 

年月日 

運営主体 

と畜場所在地 

一日処理

能力（頭） 

汚水処理施設 

(１日能力㎥) 

輸出 

認定 

しばたパッカーズ 

株式会社 
1 H26.10.15 

しばたパッカーズ株式会社 

新発田市奥山新保427 

 TEL  0254-22-2334 

小動物 

1,000 
1,000 香港 

参考      

長岡食肉センター 4 H31.4.1 

株式会社長岡食肉センター 

長岡市新開町 3073-3 

 TEL  0258-27-5923 

大動物   

30 

小動物  

600 

750 

新潟市 

食肉センター 
101 H5.4.1 

公益財団法人  

新潟ミートプラント 

新潟市西区中野小屋 1631 

 TEL  025-261-2100 

大動物   

30 

小動物  

900 

1,200 

 

2 検査頭数 

      畜種 

  と畜場 
牛 とく 馬 豚 めん羊 山羊 合計 

しばたパッカーズ 

株式会社 
0 0 0 165,771 0 0 165,771 

 参考        

長岡食肉センター 1,491 102 0 67,296 0 0 68,889 

新潟市 

食肉センター 
810 0 0 179,496 12 0 180,318 

 

3 検査頭数の推移 

と畜場名 畜種 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

しばたパッカーズ 

株式会社 
豚 163,027 163,280 164,670 171,037 165,771 
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4 とさつ禁止及び廃棄状況            5  疾病発生状況 

 

畜種 豚 

と畜検査頭数 165,771 

処分実頭数 
禁止 全部廃棄 一部廃棄 

0 8 105,018 

疾
病
別
頭
数 

細菌病 

炭疽       

豚丹毒       

サルモネラ症       

結核       

ブルセラ症       

破傷風       

放線菌病       

その他       

ｳｲﾙｽ･ﾘ
ｹｯﾁｱ病 

豚熱       

その他       

原虫病 
トキソプラズマ症       

その他       

寄生虫病 

のう虫病       

ジストマ病       

その他       

その他の 
疾病 

膿毒症       

敗血症   5   

尿毒症       

黄疸   2 1 

水腫     355 

腫瘍   1 189 

中毒諸症       

炎症又は炎症産物 
による汚染     103,386 

変性又は萎縮     364 

その他     2,397 

計 0 8 106,692 

疾病頭数（全部廃棄＋一部廃棄） 

カタル性肺炎 89,403 

その他の肺炎 704 

肺膿瘍 899 

胸膜炎 13,258 

胸膜膿瘍 559 

心外膜炎 6,378 

心筋炎 6 

疣状心内膜炎 4 

肝包膜炎 10,305 

肝膿瘍 19 

肝硬変 17 

肝炎 644 

肝脂肪変性 3 

寄生虫性肝間質炎 4,664 

胃炎 385 

腹膜炎 3,382 

小腸炎 3,807 

大腸炎 120 

腸気泡症 26 

リンパ節膿瘍 75 

腸間膜リンパ節乾酪変性 556 

ヘルニア 1,411 

腎炎 48 

嚢胞腎 783 

膀胱炎 0 

子宮内膜炎 0 

皮下炎症 2,786 

筋膿瘍 273 

筋炎・筋出血 28 

筋膠様浸潤 0 

関節炎 97 

関節膿瘍 3 

骨膿瘍 112 

脱臼 2 

骨折 10 

外傷 202 

奇形 2 

黄疸 3 

腫瘍 190 

水腫 355 

その他の炎症 0 

その他の変性 335 

その他の寄生虫病 0 
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6 と畜場及び食肉処理施設の監視指導状況 

(1）と畜場の監視指導状況 

 ア 会議・研修会 

実施内容 実施回数 対象者 延べ参加人数 

HACCP 意見交換会    6 と畜場従業員  27 

と畜業務意見交換会   6 と畜場従業員  28 

衛生講習会   1 と畜場従業員   42 

イ 外部検証 

ウ その他 

実施内容 実施回数 

製品（内臓・豚足等）出荷作業及び運搬車両の衛生状態の確認 3(8 業者) 

浄化槽監視 1 

 

(2）と畜場併設の食肉処理施設の監視指導状況 

ア 会議・研修会 

実施内容 実施回数 対象者 延べ参加人数 

HACCP 意見交換会  11 食肉処理施設従業員  37 

衛生講習会   1 食肉処理施設従業員  79 

イ 監視指導 

実施内容 実施回数 

定期監視（HACCP記録確認、作業中・清掃後監視等） 12 

 

7 食肉衛生証明書の発行状況 

輸出先国 件数 

香港 0 

その他 0 

実施内容 実施回数 

施設・設備の衛生管理、衛生的なと殺・解体、枝肉の冷蔵保管状況、頭部・内臓の取扱

い、従業員の衛生管理、生体の取扱い等 
250  

定期監視（HACCP記録確認、作業中・清掃後監視等） 12 
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8 防疫演習 

  

実施内容 実施回数 参加機関（人数） 

農場での異常畜発生時の初動対応、退場者・車両の消毒、当所

の対応、家畜保健衛生所の対応、帰庁までの手順等を想定した机

上訓練を実施。 

1 

と畜場（6） 

家畜保健衛生所（2） 

当所（4）  
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第３章 食鳥検査業務 

 

1 大規模食鳥処理場 

(1）概要 

名称 
開設 

年月日 
所在地 

敷地 

面積 

(㎡) 

建物 

面積 

(㎡) 

一日 

処理能力 

(羽) 

汚水 

処理能力 

(１日処理

能力㎥) 

輸出 

認定 

日本ホワイトファーム

株式会社新潟食品工場 
H24.6.1 

新発田市藤塚

浜 3310-8 
14,331 3,375 

ブロイラー 

32,000  
700 

香港 

ベトナム 

新潟ポートリー 

事業協同組合 
H6.12.12 

新発田市舟入

1047 
4,271 1,233 

成鶏 

18,000 
300 ベトナム 

 

(2）検査羽数の推移 

処理場名 種類 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

日本ホワイトファーム

株式会社新潟食品工場 
ブロイラー 8,073,177 8,046,757 7,467,028 8,191,091 7,853,489 

新潟ポートリー 

事業協同組合 
成 鶏 4,051,342 3,759,485 3,718,474 3,391,856 2,987,008 

合 計 12,123,519 11,806,242 11,185,502 11,582,947 10,840,497 
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(3）食鳥検査結果 

検査羽数 

疾病名 

ブロイラー 成鶏 

7,853,489 2,987,008 

禁止 全部廃棄 一部廃棄 禁止 全部廃棄 一部廃棄 

鶏白血病       

マレック病       

大腸菌症  9,956     

ブドウ球菌症       

敗血症       

原虫病       

変 性       

水 腫       

腹水症 5,378   14,367   

出 血       

炎 症   112,123   1,378 

腫 瘍     8,689  

臓器の異常な形       

黄 疸       

外 傷    2   

削痩・発育不良 55,364   4,989   

放血不良 812   10,981   

湯漬過度 2,498   4,039   

その他       

合計 64,052 9,956 112,123 34,378 8,689 1,378 

 

(4）大規模食鳥処理場の監視指導状況 

ア 会議・研修会 

実施内容 実施回数 対象者 参加人数 

処理場の衛生管理に関する業務調整会議 2 処理場従業員 9 

衛生講習会 2 処理場従業員 46 

イ 外部検証 

実施内容 実施回数 

現場検査（施設・設備の衛生管理、衛生的な食鳥処理、食鳥肉の冷蔵保管状況、

従事者の衛生管理、生体の取扱い等） 
493  

記録検査 11 
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ウ 監視指導 

実施内容 実施回数 

食肉衛生強調月間事業等（作業前監視、作業中監視、清掃状況確認等） 13 

 

(5）大規模食鳥処理場併設の食肉処理施設の監視指導状況 

実施内容 実施回数 

定期監視および食肉衛生強調月間事業等 34 

 

(6）食肉衛生証明書の発行状況 

輸出先国 件数 

香港 0 

ベトナム 1 

その他 0 

 

(7）防疫演習 

 

２ 認定小規模食鳥処理場 

概要及び監視指導状況 

処理場数 食鳥の種類 処理羽数 
廃棄羽数 

衛生監視件数 
全部 一部 

2 成鶏 617 0 0 2 

 

実施内容 実施回数 参加機関（参加人数） 

高病原性鳥インフルエンザ発生時を想定した防疫演習（机上訓練） 2 

大規模食鳥処理場（28） 

家畜保健衛生所（4） 

当所（5）  
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第 4章 精密検査業務 

 
1 試験室内における精密検査状況 

※1 血液生化学検査   ※2 件数 = 培養臓器数  ※3 件数 = 検査検体数 

 

(1）微生物学的検査状況 

畜  種 頭  数 細菌分離頭数 
分離・同定微生物別頭数 

検体数 

Streptococcus 属菌 

豚 4 4 4 40 

合  計 4 4 4 40 

 

 (2）病理組織学的検査状況 

畜  種 頭  数 
診断結果 

検索検体数 

全身性腫瘍(メラノーマ) 全身性非定型豚抗酸菌症 

豚 3 1 2 24 

合  計 3 1 2 24 

 
(3）理化学的検査状況 

   「高度の黄疸」の判定基準：血清総ビリルビン値が 2.0 mg/dL 以上はとさつ・解体禁止あるいは全部廃棄 

  「尿毒症」の判定基準：血清尿素窒素値が 100 mg/dL 以上はとさつ、解体禁止あるいは全部廃棄 

対  象 畜  種 

微生物学的 

検査 

病理組織学的 

検査 

理化学的 

検査※1 
合計 

頭数 
 ※2 
件数  頭数 

 ※3 
件数  頭数 件数 頭数 件数 

異常畜 豚 4 40 3 24 2 2 9 66 

病畜 豚 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 4 40 3 24 2 2 9 66 

畜 種 頭 数 

総ビリルビン値（mg/dL） 血清尿素窒素値（mg/dL） 
検査 

件数 
2.0 未満 2.0 以上 100 未満 100 以上 

豚 2 0 2 0 0 2 

合計 2 0 2 0 0 2 
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2 残留動物用医薬品等検査状況 

 
(1）残留検査状況 

 
(2）モニタリング検査状況 

 

3 清浄度確認検査状況 

 

(1）微生物汚染検査状況 

 

(2）ATP 拭き取り検査 

区分  豚 合計 

異常畜 
検査頭数 7 7 

陽性頭数 0 0 

病畜 
検査頭数 0 0 

陽性頭数 0 0 

合計 
検査頭数 7 7 

陽性頭数 0 0 

畜種 
検査 

頭羽数 

抗生物質製剤 

検査件数 

豚 30 30 

鶏 24 24 

合計 54 54 

検査目的 畜種 検体名 
採取 

検体数 

実施検査項目（供試検体数） 

一般細菌 腸内細菌科菌群 

衛生指導 

豚 
とたい・枝肉・食肉 20 20 20 

施設・設備等 79 79 79 

鶏 
とたい・食鳥肉 15 15 15 

施設・設備等 52 52 52 

外部検証 
豚 胸部（皮あり） 60 60 60 

鶏 胸皮 120 120 120 

合 計 346 346 346 

検査目的 対象 検体数 

衛生指導 食鳥処理場 10 
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第５章 調査研究事業 

 

１．豚の皮下出血発生率低減対策及びと畜場アニマルウェルフェア推進の取り組み 

令和６年度 食肉衛生検査職員研修会          令和６年６月12日 

令和６年度 全国公衆衛生獣医師協議会 調査研究発表会 令和６年９月６日 

  〇佐久間 靖子、唐沢 一宏  

 

２．高病原性鳥インフルエンザ対応作業手順書改訂に向けた取組 

令和６年度 獣医学術中部地区学会 公衆衛生部会 令和６年９月８日 

  〇豊島 たまき、星野 麻衣子、片岡 美那子、大関 桂子 

 

３． ブロイラーの中抜とたいから分離された大腸菌の薬剤感受性 

令和６年度 食品衛生監視員・環境衛生監視員合同研修会 令和７年２月７日 

〇星野 麻衣子、豊島たまき、今野 遥子、中林ゆうこ 
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